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１．開     会 

 

○田中座長 それでは若干時間は早いのでございますが、出席御予定の委員の方々がおそ

ろいでいらっしゃいますので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委

員会第 12 回審査基準専門委員会ワーキンググループを開催いたします。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回は２つの議題につきまして事務局から報告がありますので、委員の皆様方から御意

見をいただきたいと思います。 

１つ目の議題でございますが、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の

点検・改訂のポイントについて」でございます。そして２つ目の議題は、「特許法第 30 条

の改正に伴う審査基準の改訂について」でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回も前回同様、タブレット端末を使用することになっているようです。前回出席され

ていない委員の方もいらっしゃいますので、事務局からまず、タブレット端末の使用方法

について説明をお願いします。あわせて、配布資料の確認をお願いします。 

○秋田審査基準室長 審査基準室の秋田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいた

します。 

 まず、タブレットの説明に移らせていただきます。経済産業省の方針としまして、ペー

パーレス化を推進しておりますことから、本日のワーキンググループにおきましても、資

料をタブレットでご覧いただくことといたしました。なお、座席表及びタブレットの使い

方につきましては、お手元に紙で配布してございます。 

 それでは、お手元の「タブレットの使い方」という紙をご覧いただきながら、タブレッ

トの操作をお願いいたします。タブレットを横向きにお持ちいただきまして、右上にボタ

ンがございますので、こちらを押していただけますでしょうか。画面に鍵マークが出てく

ると思います。そうしましたら、それをタッチして右のほうへスルッと移動していただき

ますと、本棚のような表示が出てくるかと思います。こちらに本日の配布資料等を格納し

ております。 

 上の方にタブが２つございまして、１つが報告事項というタブです。もう１つが配布事

項というタブになっております。この２つに分けて資料を格納しております。 
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まず、報告事項で使います資料の説明を行います。こちらに６つの資料が入っておりま

すけれども、１つ目が議事次第・配布資料一覧という資料になっております。 

２つ目が委員名簿となっております。 

３つ目が、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイン

トについて」という題になっておりまして、右肩に資料１となっております。 

４つ目が、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂の

ポイントと主な改訂事項について」ということで、参考資料１－１と右肩に入っておりま

す。 

５つ目が、「田中委員御提出資料」ということで参考資料１－７となっております。 

６つ目が、「特許法第 30 条の改正に伴う審査基準の改訂について」でして、資料２とな

っております。 

配布事項の方ですが、こちらに８つ資料が格納されております。１つ目が、「現行の特許・

実用新案審査基準第Ⅲ部第１章「発明該当性及び産業上の利用可能性（特許法第 29 条第１

項柱書）」」、参考資料１－２という形になっております。 

２つ目が、「現行の特許・実用新案審査ハンドブック附属書Ｂ第１章「コンピュータソフ

トウエア関連発明」」の抜粋を用意しておりまして、参考資料１－３でございます。 

３つ目が、「現行のコンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の概要」という

パワーポイントの資料でございまして、参考資料１－４となっております。 

４つ目が、「平成 29 年度産業財産権制度各国比較調査研究 各国におけるコンピュータ

ソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」の抜粋でございまして、参考資料１－５です。 

５つ目が、「平成 29 年度産業財産権制度各国比較調査研究 国内アンケート及び国内ヒ

アリング結果」ということで、参考資料１－６となっております。 

６つ目が、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂について

の審議事項等の概要」ということで、本日の審議事項の概要をまとめたものが参考資料１

－８となります。 

７つ目が、「改正特許法の関連条文（ＴＰＰ担保法による規定）」ということで、参考資

料２－１となっております。 

８つ目が、「第 24 回特許制度小委員会資料「第四次産業革命等への対応のための知的財

産制度の見直しについて（案）」」の抜粋でして、参考資料２－２となっております。 

以上、14 の資料が格納されておりますので、御確認いただければと思います。 
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 タブレットの操作、あるいは資料のほうで何か御不明な点はございますでしょうか。 

 もし、途中でタブレット端末の操作でわからないことがございましたら、皆様から見て

後ろの、あちらで手を挙げている者が対応いたします。挙手をしていただければ伺うこと

になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それからもう１点、お願いがございます。マイクは声に反応して作動するようになって

おります。したがいまして、議事録作成の都合上、御発言の際にはできるだけマイクに口

元を近づけて御発言いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中座長 それでは今回、委員の構成に変更がありましたので、続けて事務局からその

御紹介をお願いいたします。 

○秋田審査基準室長 それでは、事務局から御紹介いたします。委員名簿をご覧いただき

たいと思います。 

 まず御退任の方です。前回の第 11 回会合まで、三菱重工株式会社技術戦略推進室知的財

産部部長の伊藤委員と、三菱電機株式会社知的財産センター特許企画部担当部長の小高委

員に御参加いただいておりましたが、両委員は御都合により委員を御退任されました。 

 今回から新たに委員になっていただきましたのが、株式会社スコヒアファーマ代表取締

役社長の奥村委員、ワシントン大学ロースクール教授の竹中委員、富士通株式会社法務・

コンプライアンス・知的財産本部特許統括部マネージャーの田中委員、三菱電機株式会社

知的財産センター特許企画部主席技師長・担当部長の前川委員が御就任されております。 

 したがいまして、現在の委員名簿のとおりの委員構成となっております。 

 なお、本日は７名の委員に御出席いただいております。奥村委員と鈴木委員と竹中委員

は所用のため御欠席となっております。 

 以上です。 

○田中座長 ありがとうございました。 

 

２．特許技監挨拶 

 

○田中座長 それでは、特許庁を代表して嶋野特許技監から一言御挨拶をお願いいたしま

す。 

○嶋野特許技監 嶋野でございます。本日は田中座長を初め委員の皆様方、お忙しい中、

御出席いただきましてありがとうございます。 
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 このワーキンググループでは、これまで 11 回会合を開いておりまして、過去２回は第四

次産業革命の中で注目を浴びておりますＩｏＴ関連技術、あるいはＡＩ関連の技術に関し

まして、事例を審査ハンドブックに追加することにつきまして御検討賜りました。その後、

新たに加わりました事例を公表いたしました。改めまして委員の皆様方には、多くの御助

言をいただきましたことにつきまして、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 今回でございますが、ソフトウエアの関連発明につきまして、審査基準を明確化するこ

とが必要でありますので、そのための点検、あるいは改訂について、この会合にお諮りし

たいと考えております。ＩｏＴ関連技術、ＡＩ技術は先ほど来申しておりますように、重

要になってきております。そのソフトウエア関連発明が、新たな技術領域でも創出される

ようになっていますので、そのような点で私どもの特許審査における審査基準につきまし

て、より明らかにすべきことがあるかどうかということについて御検討賜りたいと思いま

す。 

 もう１点、先ほど御紹介ありましたように、本日の議題といたしまして、特許法第 30 条

の新規性喪失の例外につきましても御審議賜りたいと思います。これにつきましては制度

改正が予定されておりまして、その制度改正に基づく、技術的な基準の改訂でございます

が、その内容について報告をさせていただきたいと思いますので、是非、よろしくお願い

いたします。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

 

３．コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂の 

ポイントについて 

 

○田中座長 それでは、１つ目の議題に入りたいと思います。 

まず、説明をしていただきます。事務局からよろしくお願いいたします。 

○秋田審査基準室長 それでは、先ほど御案内いたしました資料１の「コンピュータソフ

トウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて」に基づきまして説

明いたします。 

 まず、今回の改訂のポイントについて、背景の御説明を申し上げます。第四次産業革命

は、「モノ」の提供にとどまらず、「モノ」を利活用した「コト」の提供というビジネスモ



- 5 - 

デルの転換を伴って進展しつつあり、その第四次産業革命の推進力となっているＩｏＴ関

連技術、ＡＩ等の新たな技術の研究開発が盛んに行われております。 

 これにより、さまざまな技術分野の「モノ」の制御や「モノ」の技術的性質に基づく情

報処理に関連するソフトウエア関連発明及び、ＡＩのような情報処理技術がさまざまな技

術分野に適用されたソフトウエア関連発明等が多く創出されております。 

 このような背景を踏まえまして、平成 29 年４月に公表された第四次産業革命を視野に入

れた知財システムの在り方に関する検討会の報告書では、「ＩｏＴを活用したビジネス分野

において、我が国企業がイノベーションの促進に必要な特許を着実に取得し活用すること

ができるよう、ＩｏＴ関連発明に密接に関連するソフトウエア関連発明に係る審査基準等

の明確化のための点検を平成 29 年度中に行い、その結果を国内外に発信する等、権利取得・

活用に係る情報提供を充実する。」とされています。また、知的財産推進計画 2017 でも、「Ｉ

ｏＴ関連発明に密接に関連するソフトウエア関連発明に係る審査基準等の明確化のための

点検を行い、その結果を国内外に発信する。」とされております。 

 そこで日本の審査基準がどういう状況なのかということで、国際的なソフトウエア関連

発明に係る審査基準等の状況について調査いたしました。 

 国内外におけるソフトウエア関連発明に係る審査基準等の状況や、日本におけるユーザ

ーの声を把握するために行った調査研究や、特許庁で実施している審査官協議の結果によ

ると、世界の主要特許庁の審査基準等には、ソフトウエア関連発明の発明該当性等に関し

て独自の考え方が記載されております。 

 日本では、特許・実用新案審査ハンドブック附属書Ｂ「特許・実用新案審査基準」の特

定技術分野への適用例ということで、第１章、コンピュータソフトウエア関連発明（以下、

「ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブック」という。）において、ソフトウエアとハ

ードウエアの協働に着目した発明該当性の考え方が記載されております。 

 米国では、2014 年の米国連邦最高裁判所が下した Alice 判決以降、ハードルの高い発明

該当性の要件が課されていたところ、近年では判断の明確化が図られようとしている過程

にあると認識しております。 

 それから、欧州では、コンピュータやネットワーク等の技術的手段を用いていれば、技

術的性質を有するとして発明該当性を認めやすい一方で、進歩性判断においては非技術的

側面を考慮しない審査実務を採用しております。 

 またアジアでは、韓国は日本に類似する審査基準を有しており、中国は、技術的課題、
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技術的手段、技術的効果の技術三要素を全て備えていれば、発明に該当すると判断する実

務を採用しております。 

 このように、各国が独自の実務を有しており、現状では、グローバルな視点から見て調

和したソフトウエア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立している状況とは言えない

と認識しております。 

 今、御案内しました説明に関しまして、資料に記載されております参考資料１－５や１

－３、１－４は、配布事項のタブの中に入っている資料でございます。 

 それから、審査基準に関するユーザーの声ということで、特許庁が実施したユーザーと

の意見交換等においては、ソフトウエア関連発明の発明該当性についての基準に関し、ソ

フトウエアとハードウエアの協働に着目した発明該当性の判断等を含んだ日本のソフトウ

エア関連発明に係る審査基準等は、審査の予見性や判断の合理性から、国内外のユーザー

から一定の評価の声が寄せられております。 

 一方で、今後さらにＩｏＴ関連技術やＡＩに係る発明が多く創出されることが予想され

るところ、そうしたＩｏＴ関連技術やＡＩに係る発明の進歩性について、的確な判断を確

保するよう求める声が多く上げられております。 

 また、先ほど言及しました調査研究における国内アンケート及び国内ヒアリング調査に

おいても、発明該当性や進歩性に関する欧米の判断の厳しさや不明確さに言及する声が寄

せられる一方で、日本では総じてソフトウエア関連発明を期待どおり権利化できていると

いう一定の評価の声が上げられております。こちらに関しましては、参考資料１－６をご

覧いただければと思います。 

 こうした背景を踏まえまして、ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂の

方向性を検討してまいりました。まず事務局案として、こういう方向で提案したいと思っ

ておりますものが枠囲みの中にございまして、「ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の

基本的な考え方を変更せずに、ソフトウエア関連発明に係る審査基準等を発明該当性や進

歩性を中心に明確化するための点検・改訂をしてはどうか」ということを御提案申し上げ

ます。 

 枠囲みの下の説明にございますように、各国が独自の実務を有しており、現状ではグロ

ーバルな視点から見て調和したソフトウエア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立し

ておらず、日本のソフトウエア関連発明に係る審査基準等が一定の評価を受けている状況

下においては、日本のソフトウエア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方を直ちに
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変更する必要性は認められないと考えております。一方で、ソフトウエア関連発明に係る

審査基準等の基本的な考え方がより明確なものとなれば、各国において、日本のソフトウ

エア関連発明に係る審査基準等が広く理解されるようになるため、今後のグローバルな視

点から見たソフトウエア関連発明に係る審査基準等の調和についての議論にも資するもの

と考えております。 

 また、新たな技術の台頭に伴い、ソフトウエア関連発明が多くの技術分野で創出される

ようになってきたため、これらさまざまな技術分野の審査官やユーザーが、発明該当性や

進歩性に関し、ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の示す内容について、十分理解し

た上で判断を行っていく必要性が高まってきたことから、当該発明該当性や進歩性につい

ての基本的な考え方が明確に理解できるものであることが求められると考えております。 

 以上、説明しましたように、グローバルな視点、ユーザーの評価、上記した新たな技術

の台頭に伴う状況変化という側面を踏まえまして、ソフトウエア関連発明に係る審査基準

等の基本的な考え方を変更せずに、ソフトウエア関連発明に係る審査基準等を発明該当性

や進歩性を中心に明確化するための点検・改訂をしてはどうかということを提案させてい

ただきます。 

 なお、これまでと同様、この点検・改訂を行ったソフトウエア関連発明の審査基準等は

国内外に発信していく考えでございます。 

 次に、基本的な考え方を変更せずに、発明該当性や進歩性を中心に明確化するという方

向性を踏まえまして、点検・改訂ポイントを次の３つに設定いたしました。１つ目に、ソ

フトウエア関連発明の発明該当性に関する明確化、２つ目に、ソフトウエア関連発明の進

歩性に関する明確化、３つ目に、審査基準とソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブッ

クの記載の整合性の向上、といった点から、点検・改訂を進めていくという作業を行って

はどうかと考えております。 

 そして、ただ今御紹介いたしました３つのポイントの中で、審査基準の本体に関しまし

ては、一つ目の発明該当性に関する明確化の点検・改訂のポイントを踏まえまして、下の

枠囲みの中の事務局案を作成しております。今回の作業の中で審査基準につきましては、

こういった明確化を図ってはどうかという提案でございます。 

 また、審査ハンドブックにつきましては、上記３つの点検のポイントを踏まえて改訂を

行う方針です。先ほどの基本的な考え方を変更せずに、発明該当性や進歩性を中心に明確

化するという作業の中で、審査基準の改訂とあわせまして、審査ハンドブックについても



- 8 - 

作業を行うということで考えております。 

 次に、審査基準の発明該当性に関する明確化の事務局案の枠囲みについて紹介させてい

ただきます。事務局からは、「ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックに記載されて

いるソフトウエア関連発明の発明該当性の考え方を、幅広い技術分野の審査官やユーザー

が適切に参照及び理解できるように、審査基準に記載されている「コンピュータソフトウ

エアを利用するものの審査に当たっての留意事項」（審査基準第Ⅲ部第１章２．２）の記載

について、用語の定義を追加することや、「ソフトウエアを利用するものという観点」から

発明該当性を検討することについて、その定義を記載すること、記載の順序と判断の順序

を対応させる点で整理するということで、見直しを図ってはどうか」という提案をさせて

いただきます。 

 ただ今の提案の背景等について説明いたします。ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術の発展

により、さまざまな技術分野で創出されている機器等に対する制御や対象の技術的性質に

基づく情報処理に関するソフトウエア関連発明について、発明該当性を適切に判断するた

めには、機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的に行うものか否かという判断

や、対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うか否かという判断に加えて、ソフ

トウエア・ハードウエア協働要件に関する判断が必要となります。 

 そこで、従来、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低か

った技術分野の審査官やユーザーであっても、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブ

ックに記載されているソフトウエア関連発明の発明該当性の考え方を適切に参照及び理解

できるようにするため、審査基準に記載されている「コンピュータソフトウエアを利用す

るものの審査に当たっての留意事項」（審査基準第Ⅲ部第１章２．２）の記載を見直しては

どうかと考えております。 

 資料の下の脚注７のところに、この審査基準の２．２の部分を抜粋しております。参考

資料１－２をご覧いただいても結構ですが、下の部分を見ていただければ、この２．２の

「留意事項」の記載は確認できるようになっております。 

 現状では、上記「留意事項」には、特許法や審査基準等で用いられている「プログラム」、

「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」「データ構造」等の用語の定義が記載されて

おりません。それから、「ソフトウエアを利用するものという観点」から発明該当性を検討

することについて、その定義である「「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源

を用いて具体的に実現されている」場合は、発明該当性を有すること」も記載されており
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ませんので、審査基準の記載のみから基本的な考え方を理解するためには、これらの定義

を加えることが好ましいと考えております。 

 また、上記「留意事項」には、まず「ソフトウエアを利用するものという観点」から発

明該当性を検討することについて記載されており、次に、機器等に対する制御または制御

に伴う処理を具体的に行うもの、または対象の技術的性質に基づいて情報処理を具体的に

行うものは「発明」に該当することが記載されております。こちらが、実際の記載の順序

と判断の順序が対応していないということになろうかと考えております。 

 ただ今、説明いたしました順序の点ですが、５ページの脚注７の２．２を御覧いただき

ますと、現在の記載では（１）と（２）がございます。（１）は、端的に申しますと一番下

の下線部の、「コンピュータソフトウエアを利用するものという観点から「自然法則を利用

した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する」ということでございます。これが

コンピュータソフトウエアの発明該当性を判断する上での考え方ですが、（２）では「以下

の（ⅰ）または（ⅱ）のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフ

トウエアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認

められるものは、コンピュータソフトウエアという観点から検討されるまでもなく、「発明」

に該当する」という考え方になっております。 

 したがいまして、（２）の検討をまず行って、ここで発明に該当するということであれば、

（１）の「コンピュータソフトウエアという観点」から検討する必要はないという記載に

なっております。この順序ですと、まず（２）の判断を行った上で（１）の判断を行うと

いうふうに、判断の順序は（１）と（２）で逆になっておりますので、先ほど提案いたし

ましたように判断の順序も整理して、理解がしやすいようにしてはどうかと考えておりま

す。 

 そこで、上記「留意事項」の記載について用語の定義を追加すること、それから「ソフ

トウエアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて、その定義

を記載すること、記載の順序と判断の順序を対応させる点で整理すること等の点から見直

しを行ってはどうかと考えております。 

 以上が、資料１の説明となります。 

 続きまして、参考資料１－１の説明をさせていただきたいと思います。今回の審査基準

の改訂に当たりまして、審査基準の改訂という提案に付随する形で、ハンドブックの記載

の明確化についても作業を行いたいと考えております。審査基準の改訂の背景等を御理解
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いただく上でも御参考になるかと思いますので、ハンドブックの改訂の方向についても御

説明申し上げます。 

 参考資料１－１は、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの点

検・改訂のポイントと主な改訂事項について」という資料となります。 

 まず、（１）のソフトウエア関連発明の発明該当性に関する明確化についてです。これは

先ほどの資料１の中で、点検と改訂ポイントの３つの方向性の１つ目に当たります。こち

らの発明該当性は参考資料１－３の 31 ページに出てくる項目となります。事務局案として

は、この枠囲みの中の①、②、③、④、⑤を行ってはどうかと考えておりまして、この①、

②、③、④、⑤の提案につきまして、その背景も含めて下の説明を御案内したいと思いま

す。 

 まず、①につきまして。現行のソフトウエア関連発明に係る審査基準等では、「（ⅰ）機

器等（例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装

置）に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの」及び「（ⅱ）対象の物理的性質、

化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質（例：エンジン回転数、圧延温度、

生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係）に基づ

く情報処理を具体的に行うもの」は、全体として自然法則を利用しており、「発明」に該当

するとしております。 

 ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術の発展により、さまざまな技術分野で機器等に対する制

御や対象の技術的性質に基づく情報処理に関連するソフトウエア関連発明が創出されてお

りますので、こういったさまざまな技術分野の審査官やユーザーの方が、「機器等に対する

制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの」であるとか、「対象の技術的性質に基づく情

報処理を具体的に行うもの」の程度を的確に把握する必要があると考えております。 

 そこで、「機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの」及び「対象の技

術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」に通常該当する場合を説明することによ

り、上記の「具体的」と言っているところの程度を明確化して、あわせて事例も追加する

ことを考えております。 

 なお、事例の追加の際は、幅広い技術分野の事例を極力選定することによって、これら

幅広い技術分野の審査官やユーザーが理解を深めることができるように考えております。 

 次に②につきまして。現行のソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックでは、いわ

ゆるソフトウエア・ハードウエア協働要件について、「ソフトウエアによる情報処理が、ハ
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ードウエア資源を用いて具体的に実現されているか否か」、具体的には、「ソフトウエアと

ハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特

有の情報の演算又は加工が実現されているか否か」によって、「発明」に該当するか否かを

判断すればよいとなっております。 

 ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術の発展によって、さまざまな技術分野でソフトウエア関

連発明が創出されて、その発明該当性を上記に則して判断することになりますので、こう

いったさまざまな技術分野の審査官やユーザーが、「ソフトウエアとハードウエア資源とが

協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加

工が実現されているか否か」ということの「具体的」の程度を的確に把握する必要がある

と考えております。 

 そこで、この「具体的」の程度の理解を容易にするために、ソフトウエア・ハードウエ

ア協働要件を満たす上でのハードウエア資源の具体化の程度を示す記載や事例を追加する

ことによって、ソフトウエア・ハードウエア協働要件について明確化しようと考えており

ます。 

 次に③につきまして。ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術の発展によって、さまざまな技術

分野で創出されている機器等に対する制御や対象の技術的性質に基づく情報処理に関する

ソフトウエア関連発明について、発明該当性を適切に判断するためには、機器等に対する

制御または制御に伴う処理を具体的に行うものか否かという判断や、対象の技術的性質に

基づく情報処理を具体的に行うか否かという判断に加えて、ソフトウエア・ハードウエア

協働要件に関する判断が必要となっております。 

 そこで従来、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低かっ

た技術分野の審査官やユーザーであっても、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブッ

クに記載されているソフトウエア関連発明の発明該当性の考え方を的確に理解できるよう

にするために、ソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の手順を図示してはどうかと考

えております。これは本資料の 11 ページにございます図示した形を提案しようと考えてお

ります。 

 次に④につきまして。ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術の発展により、さまざまな技術分

野で創出されている「構造を有するデータ」及び「データ構造」について、適切な保護が

求められています。 

 そこで、「構造を有するデータ」及び「データ構造」であっても、「プログラムに準ずる
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もの」でないことがあるため、これを明確化し、「プログラムに準ずるもの」に該当しない

事例を追加することを考えております。 

 これまで①から説明していた中で、資料には参考（１）－１、２、３、４といった記載

がございますが、この資料の続きのところに、参考（１）－１、２、３、４、５、６、７

として詳細な内容が記載されております。ただ今、説明申し上げました内容の具体的なイ

メージとしては、こういった形を考えているということでございます。説明が前後して申

しわけございません。 

 次に⑤につきまして。現行のソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックでは、「審査

官は、請求項に係るソフトウエア関連発明が『自然法則を利用した技術的思想の創作』で

あるか否かを判断する場合、カテゴリー（「方法」又は「物」）にとらわれず、請求項に記

載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈した上で判断するよう留意する。」

としております。 

 これは、形式的に発明のカテゴリーを変更されたことのみをもって「自然法則を利用し

た技術的思想の創作」の判断を行うことのないように留意を促すものでございますので、

従来、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低かった技術分

野の審査官やユーザーであっても、そのことがわかりやすくなるように記載を明確化し、

事例も追加することを考えております。 

 ただ今、申し上げました説明に基づきまして、事務局が考えているものが１ページの枠

内の①から⑤でございます。こういう形でハンドブックの改訂の明確化を行ってはどうか

と考えているということでございます。 

 次が、この資料で申しますと 14 ページになります。（２）のソフトウエア関連発明の進

歩性に関する明確化でございまして、これが２つ目の明確化の項目になります。こちらも

枠囲みの中の提案をさせていただきたいと思いますので、下の説明で御紹介いたします。 

 まず①につきまして。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの２．２．３．１

（３）には、「ソフトウエア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分

野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすること

は、普通に試みられていることである。したがって、種々の特定分野に利用されている技

術を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範

囲内のものである」と記載され、２．２．３．２（１）には、「特定分野に関するソフトウ

エア関連発明に用いられている手順又は手段は、適用分野に関わらず機能又は作用が共通
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していることが多い。このように機能又は作用が共通している場合は、ある特定分野に関

するソフトウエア関連発明の手順又は手段を別の特定分野に適用しようとすることは、当

業者の通常の創作能力の発揮に当たる。」と記載されております。そして、２．２．３．１

（４）には、「ソフトウエア化、コンピュータ化に伴う課題は、コンピュータ技術に共通な

一般的課題であることが多い。例えば、『ＡＩ又はファジィ理論により判断を高度化するこ

と』、『ＧＵＩにより入力を容易化すること』などがその例である。審査官は、これらのコ

ンピュータ技術の分野で知られていた一般的課題を踏まえた上で、進歩性を判断する。」と

記載されております。 

 ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術がさまざまな分野で適用されているところ、これらのさ

まざまな技術分野の審査官やユーザーが、上記ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブ

ックの記載を踏まえつつ、当該適用に関連して、進歩性を的確に判断する必要があると考

えております。 

 そこで、ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術のさまざまな分野への適用に関連した進歩性の

判断について、当該適用によって進歩性が否定される場合及び進歩性が肯定される場合を

説明することや、主引用発明の選択についての留意事項を記載することにより明確化し、

あわせて事例も追加することを考えております。 

 次に②につきまして。①に記載しましたように、ソフトウエア関連発明の分野では、所

定の目的を達成するために、ある特定分野に利用されている方法、手段等を他の特定分野

に適用したりすることは普通に試みられていることであるという、ソフトウエア関連発明

に係る審査ハンドブックを踏まえつつ、ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術のさまざまな分野

の適用に関連した進歩性を的確に判断する必要がありますので、一般的に、ある特定分野

にＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術が適用された発明の進歩性の判断のためには、別の特定

分野において、進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いこととなり

ます。 

 そこで、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックにおいて、ある特定分野にＩｏ

Ｔ関連技術やＡＩ等の技術が適用された発明の進歩性の的確な判断のために、当該特定分

野に限らず、これらＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術が適用された他の特定分野またはコン

ピュータ技術の分野についても、先行技術調査の対象とすべきことが一般的でありますの

で、そのことについても記載しようと考えております。 

 進歩性の観点からの明確化については以上でございます。 
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 次に、（３）の審査基準とソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの整合性の向上

ということで、22 ページの内容になります。事務局案はその整合性を一層向上する方向で

考えているということでございます。 

 下の説明に移らせていただきます。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの冒

頭に、「この章では、コンピュータソフトウエア関連発明、すなわち、その発明の実施にソ

フトウエアを必要とする発明に関する出願における、審査基準の適用について説明する」

と記載されておりますように、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックは、審査基

準の適用について説明するものです。 

 そこで、ＩｏＴ関連技術やＡＩ等の技術がさまざまな分野に適用されているところ、こ

れらさまざまな技術分野の審査官やユーザーにとって、ソフトウエア関連発明に係る審査

基準等がわかりやすいものとなるように、以下に幾つか代表的なものを例として示してお

りますが、審査基準との記載の整合性を一層向上することを考えております。 

 まず①でございます。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブック２．２．１．２（留

意事項）（ⅰ）には、「審査官は、『ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用

いて具体的に実現されている』か否かを判断する際、請求項の一部の記載にとらわれず、

請求項全体の記載に基づいて判断する。特に、『具体的手段又は具体的手順』は、請求項に

記載された個々の手段は又は手順のみならず、複数の手段又は手順により全体として実現

され得るものである点に留意する。」という記載がございます。この記載は、審査基準の「発

明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自

然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用

していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、

請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項

に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。どのような場合に、全体として自然法則

を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。」という記載を踏まえての

ものですので、その点を明確化するということを考えております。 

 次に②でございます。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブック２．２．１のとこ

ろには、「なお、ソフトウエア関連発明の認定に当たっては、人為的な取決め等とシステム

化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切であ

る。」と記載されております。この記載は、審査基準の「審査官は、請求項に記載されてい

る事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」という
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記載を踏まえてのものでありますので、その点を明確化することを考えております。 

 次に③でございます。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブック２．１．１．２で

は、「この具体的な判断手法として、審査官は、請求項の記載に基づいて、ソフトウエアと

ハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特

有の情報の演算又は加工が実現されているか否かを、判断すればよい。」という記載がござ

いますが、この記載は、認定した請求項に係る発明についてのものですので、その点を明

確化することを考えております。 

 次に④でございます。ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブック２．１．１．２（留

意事項）（ⅱ）には、「請求項に係るソフトウエア関連発明が判断の対象である。したがっ

て、発明の詳細な説明及び図面において、『ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資

源を用いて具体的に実現されている』ように記載されていても、請求項がそのように記載

されていない場合は、請求項に係る発明は『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該

当しないことに審査官は留意する。」という記載がございます。この記載は、審査基準の「審

査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、

審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されて

いる用語の意義を解釈する。また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特

許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。」という

記載を踏まえてのものですので、その点を明確化することを考えております。 

 次に⑤でございます。審査基準第Ⅲ部第２章第２節では、進歩性の判断について、進歩

性が否定される方向に働く要素に係る諸事情と、進歩性が肯定される方向に働く要素に係

る諸事情も含めて、総合的に評価した上で理論づけができるか否かを判断することが記載

されております。一方、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックには、この点が明

示的に記載されておりませんので、総合的に評価した上で論理づけができるか否かを判断

することが明確になるように、ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの記載を改

めることを考えております。 

 幾つか例として紹介いたしましたが、このような形で審査基準の記載とハンドブックの

記載の整合性を図っていこうと考えております。 

 以上が資料の説明となります。 

○田中座長 ありがとうございました。 

 「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについ
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て」、引き続き「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂

のポイントと主な改訂事項について」ということで、少々お時間をとって説明をしていた

だきました。 

 それでは、１つ目の議題についての御意見、御質問等をいただきたいと思います。まず、

資料を拝見しますと、事前に田中委員から御意見をいただいているようでございます。タ

ブレットですと、「報告事項」というタブの中の５番目、参考資料１－７として田中委員か

ら御提出いただいた御意見がおさめられています。資料として事前にいただいております

こともあり、まずは田中委員から口火を切って御意見をいただければと思いますが、よろ

しゅうございますでしょうか。お願いいたします。 

○田中委員 田中でございます。日本知的財産協会を代表いたしまして、意見を申し述べ

たいと思います。 

 コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて、

ＪＩＰＡの検討結果を以下に述べさせていただきたいと思います。 

 今般の審査基準の点検・改訂についてですけれども、近年のＩｏＴ関連発明の出願の増

加を受けて、従来、ＩＣＴの利用が余り進んでいなかった分野の審査を支える体制の確立

などを早急にいただきまして、特許庁の迅速な対応にまことに感謝しております。 

 １．今般の点検・改訂により、これまでコンピュータソフトウエア関連発明を余り扱っ

ていなかった審査官の方々にとっても、さらに理解しやすい審査基準が提供されることと

なり、安定した権利の形成により、我が国におけるＩＣＴ産業がさらに発展することを期

待します。今後、技術分野間での判断ばらつきが生じていないか調査・分析することで、

改訂いただいた審査基準の運用状況を確認いただければと考えております。我々、ＪＩＰ

Ａにおきましても、ユーザー視点で審査の状況をモニタリングし、適宜フィードバックさ

せていただきたいと思っております。 

 続きまして、２．今後のグローバル対応についてでありますが、審査基準等は改訂後、

速やかに英訳され、各国に発信されると伺っております。究極的にはグローバルなハーモ

を願うわけですけれども、審査する側、される側で各国制度の理解が深まることが、ハー

モに向けた第１ステップと考えております。ですので、改訂後の審査基準のわかりやすさ

などにつきまして、①審査官交流する機会をとらえていただき、個別具体的に各国審査官

の意見、コメント等を収集いただくとともに、②ユーザー団体等を介して各国ユーザーの

意見も収集することで、我が国のコンピュータソフトウエア関連発明の審査基準をさらに



- 17 - 

洗練させていただき、コンピュータソフトウエア関連発明の審査のグローバルハーモ実現

に向けて、リーダーシップを発揮していただくことに期待しております。 

 ３．その他としまして、データ構造についてであります。データ構造のクレームを積極

的に利用する企業も出始めていると聞いております。参考資料１－５を参照しますと、先

般のハンドブックに事例追加された「データ構造」につきまして、各国で発明該当性につ

いて認否が異なるという状況が示されております。「媒体に記憶する」という形式的な対応

だけで、他は「プログラム」と同様の扱いとなるのかどうかという点で、ユーザーとして

は気になるところであります。他国に対しましても、データ構造の発明の取り扱いについ

てどうなるのかというところを明確化するように働きかけていただきますと、我々として

は助かると考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中座長 田中委員、どうもありがとうございました。 

 今の御意見について、事務局からコメントがございますでしょうか。 

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。１点目の改訂された審査基準のモニタリン

グでございますが、従来から審査の均質化を図ろうということで、技術分野間において協

議を実施することが推奨されております。審査基準の運用状況につきましては、このほか

にもユーザー評価調査等の品質管理の施策を行っておりますので、こうした施策を通じま

して、随時モニタリングしていることを申し上げます。 

 それから、第四次産業革命を支える技術であるＩｏＴ関連技術や、データ等に関するソ

フトウエア関連発明につきましては、案件を担当する審査官が、コンピュータソフトウエ

ア関連発明に係る審査基準等や、ＩｏＴ関連技術に精通したＩｏＴ担当官と協議を行うと

いった取り組みを行っておりますので、当面これを継続いたしまして、このような取り組

みを通じて審査基準が適切に運用されていくように努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目のグローバル対応についてでございますけれども、改訂作業を行いました審査基

準等につきましては、御指摘いただきましたように速やかに英語に翻訳いたしまして、国

内外に広く発信していきたいと考えております。 

 また、国外に対しましては、それ以外にも五大特許庁会合や、外国特許庁審査官を受け

入れた際のプレゼン、あるいは新興国の知財庁に対して審査官を派遣して行う研修、また、

ユーザー団体の方々との意見交換等を通じまして、今回改訂された審査基準を説明してい

くことを考えております。 
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 こういったいろいろな機会を通じて情報発信を行う中で、改定された審査基準に対して、

説明を受ける側の皆さんがどのように考えているかということについても、情報収集をし

ていきたいと考えております。 

 ３つ目のデータ構造ですが、データ構造の保護につきまして、各国で違いがあるとの調

査結果が、今回の調査でも出てまいりました。そういったデータ構造に係る発明の該当性

の判断につきましては、今年度実施した調査研究や三極での比較研究等の取り組みを通じ

て詳しいことを把握していくことを考えております。こうして把握した内容につきまして

は、ユーザーの皆様に発信していきたいと考えております。こういったことを通じて、デ

ータ構造保護の国際調和も図られていけばと考えております。 

 以上でございます。 

○田中座長 ありがとうございました。 

 田中委員、よろしゅうございますでしょうか。 

○田中委員 ありがとうございます。 

○田中座長 ほかに御意見、御質問等、おありでしたらお願いいたします。いかがでござ

いましょうか。 

 濱田委員、お願いいたします。 

○濱田委員 濱田でございます。 

 今回の基本的な考え方を変更せずに明確化をするという方向につきましては賛成させて

いただきます。現在のところはそういうやり方が一番適当なのではないかと思っておりま

す。 

 ただ、いろいろとお話を聞いておりますと、日本においては期待どおりに権利化されて

いるということでございまして、逆に言うと、もしかすると日本の基準が、いろいろなグ

ローバルな考え方の中では緩いのではないかという懸念もございまして、本来は権利化し

てはいけないものが権利になっている可能性もあるのかもしれないという気もしておりま

す。 

 そういう意味では、進歩性の考え方のところをきちんとしていただきたいと思います。

このところ、動機づけがきちんと実証されないと、進歩性を認めざるを得ないという状況

にあるとは思いますが、そういう意味では、基準においても「所定の目的を達成するため

に」とか「機能または作用が共通している場合」には普通に組み合わせるのは当たり前で

あるというような、条件つきでしか進歩性が否定できないところでございます。そうであ
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ればコンピュータソフトウエア関連発明は多分野にわたりますので、先行文献調査をいろ

いろな分野できちんとやって証拠を集めていただいて、特許にすべきでないものについて

はきちんと判断していただくことが肝要かと思います。コンピュータソフトウエア分野だ

けではなく、いろいろな分野の関係しそうなところは全て調査していただく体制を作って

いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 事務局からコメントがありますか。 

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。今回、進歩性の判断につきましても、分野

をまたがるような場合の判断であるとか、あるいは先行技術調査の範囲も適切に行うこと

も明確化を図ろうと考えておりますので、そういった形で、これまでもしかしたらぶれが

あったかもしれないところが解消されていくのではないかと考えております。ありがとう

ございます。 

○濱田委員 よろしくお願いいたします。 

○田中座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

〔委員席の外から、「委員でなくても意見を言って大丈夫ですか」の声あり〕 

○田中座長 もし必要でしたら、後で事務局の者が伺いますので、直接に事務局にご意見

をお伝えいただければと思います。よろしゅうございますか。 

 委員の方でほかにありますでしょうか。 

 前川委員、お願いいたします。 

○前川委員 今回より経団連の推薦でワーキングに参加させていただくことになりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、今回の点検見直し・改訂により、非常にわかりやすくなるということは、

審査官の皆様はもちろん、ユーザーにとっても大変有意義なことであると思いますので、

それに何ら反対を申し上げることではございません。不明瞭な部分をさらに明瞭化すると

いうことは、現状の審査基準が必ずしも明瞭ではないということをある程度認められた上

で、その部分を改訂されるということですので、その英断に敬意を表するものでございま

す。 

 産業界として意見を述べさせていただきます。ご説明のあった「具体的」のレベルは結

構個人によっても違いますし、国によっても違いますし、その辺がグローバルのハーモが



- 20 - 

なかなかとれない理由の一つなのかもしれませんが、「具体的」というのは何なのかという

のを、もう少し検討いただければ、さらに審査基準の例示内容がよくなるのではないか と

いうのがまず１点でございます。 

 ２点目は、各国独自の考え方があって、審査基準も違うということが資料１で述べられ

ていたかと思いますが、企業としましては、例えば基礎となる出願を海外にこれから出す

ときに、どのようなクレームをつくれば最大公約数的によい権利がとれるのかを知りたい

というのが実務上の希望でございます。日本の審査基準を世界に広めて、それに基づいて

最大公約数的なクレームが導き出せればとても有意義ですので、今後も引き続き改訂・点

検見直しをお願いいたします。 

 ３点目は、ソフトウエア分野では、アルゴリズムで権利をとっても摘発が難しいような

案件が結果的には多くなろうかと考えますので、我々がクレームをつくるに当たって参考

にさせていただく上で、権利活用のしやすさを視野に入れた御指導なり明示があれば大変

助かります。この辺も御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 事務局からコメントをお願いします。 

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。１つ目の判断の具体的な程度でございます

けれども、今回、事例を幾つか追加いたしますことで、判断を行う上でのよりどころとし

て参考にしていただける部分が増えると認識しております。こういった事例も踏まえて、

今後、判断がしやすいようになっていけば、具体的な考え方がより明確化されるのではな

いかと考えております。 

 それから、どのようなクレームを作成すればよいかということでございますが、そこは

権利行使も視野に入れた上での御判断だと思いますが、そういったことが視野に入れられ

るような明確化を今回の基準の改訂で図れるのではないかと考えておりますので、是非、

御利用いただきたいと思っております。 

 それからアルゴリズムにつきまして、基準の考え方で、何かアルゴリズムの保護につい

て差し障りがある部分があるのかどうかを今後調査しまして、問題があるのかないのかも

含めまして考えていきたいと思っております。 

○前川委員 ありがとうございます。３点目はアルゴリズムに限ったことではないのです

が、ソフトウエア関連発明は一般的に権利行使が難しいと、摘発が難しいといった思いも



- 21 - 

ございまして、そのあたりをうまくアシストしていただけるような審査基準にもしなって

いくのであれば産業界としては大変ありがたいという、ちょっと大枠なコメントでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○田中座長 ありがとうございました。最後の点については、御意見をいただいたという

ことでよろしゅうございますか。 

ほかにございますでしょうか。 

淺見委員、お願いいたします。 

○淺見委員 まず審査基準の改訂ですが、基本的な考え方を変更しないという方向性につ

き賛同いたします。もし、変更することになりますと、これまで特許性ありとされていた

ものが、今後特許性なしとなってしまうこともあり、審査の時期によって判断が変わって

しまいますので、考え方は変更すべきではないと考えております。 

 その上で幾つか要望事項を申し上げます。先ほど濱田委員からも御指摘がありましたが、

ユーザーの声では進歩性の判断が心配されているように思います。今回、事例なども追加

されているので改善されているとは思いますが、サーチの充実と、ソフトウエア関係の審

査官の協議の充実を推進していただきたいと思っております。 

 それから、先ほど田中委員から御指摘がありましたデータ構造ですが、定義は審査ハン

ドブックに記載されておりますが、私がその分野の専門でないということもありますが、

定義を見ただけでは理解しづらいという面があると思います。 

 今回、データ構造ではないという事例が追加されているのは、わかりやすくしたことの

一つかと思いますが、明らかなものしか掲載されていないように思います。限界的な事例

を示すのは難しいという事情はよくわかりますが、事例の追加が難しいのであれば、判決

を待つのではなくて、例えば無効審判の審決や異議申立ての決定なども、ソフトウエア関

係の事例として、まとめて追加していただければ、ユーザーの理解が進むのではないかと

思います。 

 最後に手続について質問をいたします。審査基準の改訂はパブコメの対象かと思います。

今回、審査ハンドブックを充実させて、大幅に改訂されるという方向性が示されています

が、審査ハンドブックがパブコメの対象になるのかどうかを確認させていただきたいと思

います。 

 審査基準はパブコメの対象で、審査ハンドブックはそうではないという整理を、２年ほ

ど前の審査基準改訂のときにされたと理解しているのですが、今回は審査ハンドブックが
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実質的な改訂を伴っていると考えます。審査ハンドブックの改訂案はワーキンググループ

の資料として公表されていますので、パブコメの対象とするかどうかはともかく、意見が

出された場合には、十分に検討していただきたいということが要望でございます。 

 以上です。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局からコメントをお願いします。 

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。３点、御意見をいただいたと考えておりま

す。 

 まず進歩性につきまして、的確なサーチであるとか協議を進めていくことにつきまして

は、その方向を今回の基準でもフォローできていけるのではないかと考えております。 

 それからデータ構造につきまして、判決だけではなくて審決や異議決定についての事例

の追加につきましても、今後、そういった事例が追加できるかどうか検討していきたいと

考えております。 

 それからハンドブックのパブコメでございますけれども、ハンドブックは今回、パブコ

メの対象とはいたしません。今回事務局から御提案しておりますのが、考え方の基本的な

ところは変えませんということでございます。考え方を変えずに明確化を図るという方向

性で作業を考えておりますので、審査基準の改訂ということでパブコメをお願いしようと

考えております。 

 ただ、その際に、淺見委員がおっしゃったように、今回のこのワーキンググループの資

料が公開されておりますので、審査基準の改訂に対するパブコメの中で、ハンドブックの

方に取り入れられるようなものがあれば、そこは真摯に受けとめて、ハンドブックの改訂

作業で反映していきたいと考えております。 

○淺見委員 ありがとうございます。 

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。 

○淺見委員 はい。結構です。 

○田中座長 ほかにございますでしょうか。いかがでしょうか。 

 二瀬委員、お願いいたします。 

○二瀬委員 ソフトウエア関連発明の発明該当性に関する明確化ということで、事務局案

に賛成します。 

実際に生産現場で起こっていることですが、生産機械の高度化や品質・精度の向上がど
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んどん今、進んでいます。その中で、片方ではオペレーションマニュアルを利用して、オ

ペレーターの方たちがそれ以上、自分の判断で調整できなくなってきています。というの

は、よく理解しないで機械を触りますと装置を破壊したり、品質が変なことになってしま

うので、触れなくなってきています。そうすると、技術者のスキル、生産現場の対応力は

どんどん低下していきます。 

それでも生産はちゃんとしなきゃいけないので、すぐに機械メーカーのＳＥが呼び出さ

れる事になります。そして、機械メーカーのＳＥが遠隔のところにすぐ飛んでいって、時

間と労力をかけている。本来なら現場レベルで直せるようなことが、なかなか直せないよ

うになってきています。こういったものにＩｏＴやＡＩなどをうまく利用して、よくわか

っている人が遠隔で、もしくはＡＩで判断してＩｏＴで機械をコントロールしていくこと

ができれば、即座に対応がとれるわけです。 

そういったことを今、目指して私どもも研究をやっているんですけれども、日本も少子

化でだんだん人間も少なくなくなりますし、極めて高い製品精度を要求されてくる時代な

ので、100 万分の３のところでも問題になってくるという商品もあります。そういうものに

対する対応を人間ではとり切れなくなってくる。ですから、機械で対応していかなきゃな

らなくなってくるので、ＡＩとＩｏＴには大いに期待するところです。どんどん変化して

いると思いますので、その都度、こういう改正を含めて対応していっていただきたいと思

います。 

○田中座長 どうもありがとうございます。御意見を踏まえて、事務局も対応していくと

いうことになろうと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 本田委員、お願いいたします。 

○本田委員 今回は、より明確化するということで、審査基準ハンドブックも含めて改訂

していただくということで、大変ありがたく感じております。大学のほうではまさに今、

ＡＩ、ＩｏＴの研究がどんどん進んでおりまして、私たちも日々発明を聞きながら、どこ

に特許性を見出すべきなのかというのを、日々悩んでいるところでございます。先行特許

の査に関しても、どういう視点で主に調査すべきかなど、審査官の方々が調査されている

のかを参考にさせていただきたいと考えております。どういう視点で調査しているかや、

具体例をどんどん補充していただきたいというのが大学としての要望でございます。そう

いうものを参考にしながら、私たちも限られた大学の財源の中で特許出願していきたいと
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考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中座長 どうもありがとうございます。 

 そのほかございますでしょうか。 

 全委員から御意見をいただきましたが、追加で御意見等ございますでしょうか。よろし

ゅうございますか。 

 いろいろ貴重な意見を頂戴いたしました。この審査基準の点検・改訂のポイントについ

ての方向性については、全ての委員から基本的に御支持をいただいたのではないかと理解

しております。それを踏まえまして、本議題につきましては基本的に御了承いただいたと

いうことでよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○田中座長 ありがとうございます。それでは、そのように扱わせていただきます。 

 

４．特許法第 30 条の改正に伴う審査基準の改訂について 

 

○田中座長 それでは、２つ目の議題に移ります。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○秋田審査基準室長 引き続きまして、議題２の説明に移らせていただきたいと思います。

まず、資料２の内容を説明いたします。資料２は、「特許法第 30 条の改正に伴う審査基準

の改訂について」というタイトルのものでございます。 

 まず、特許法第 30 条はどういうものかということでございますけれども、特許法第 29

条は、特許出願より前に同条第１項各号に該当するに至った発明については、原則として

特許を受けることができないと規定しております。しかし、みずからの発明を公開した後

に、その発明について特許出願をしても、一切特許を受けることができないといたします

と、発明者にとって酷な場合がございます。また、そのように一律に特許を受けることが

できないとすることは、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないというこ

ともございます。したがいまして特許法では、特定の条件のもとで発明が公開された後に、

その発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、先の公開によって、そ

の発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、いわゆる発明の新規性喪失の例外

規定を設けてございます。 

 発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる「公開された発明」は、以下の（ⅰ）、（ⅱ）



- 25 - 

に示しております発明であって、発明が公開されてから出願されるまでの期間が６月以内

のものでございます。これが現行の特許法第 30 条の考え方でございます。 

 この発明の新規性喪失の例外につきましては、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に

伴う関係法律の整備に関する法律（ＴＰＰ担保法）」によりまして、国際調和の観点から、

米国と同様の１年に延長されることとされております。これは、もともとの米国が入って

いたＴＰＰのときの話でございます。当該改正の施行期日はＴＰＰ協定の発効日とされて

おりますが、ＴＰＰ協定の発効日については先行きが見えない状況ということで、発効日

が大幅に遅延することも予測されております。 

 しかしながら、第四次産業革命の進展に伴いまして、オープン・イノベーションによる

共同研究や産学連携が活発化するとともに、ＩｏＴやＡＩがさまざまな技術分野に適用さ

れるようになる中、他社の技術を利用するオープン・イノベーションでは、本人以外の者

による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっております。また、これら技術分野

において、オープン・イノベーションの一翼を担う個人発明家・中小企業や大学研究者は

必ずしも知財制度に精通しておらず、こうした者を適切に救済し、それらの発明を奨励す

ることが求められていると考えております。 

 以上のような状況を踏まえまして、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、

このワーキンググループの上位組織に当たりますが、そちらにおいてはＴＰＰ担保法の施

行を待つことなく、可及的速やかに、新規性喪失の例外期間を６月から１年に延長するこ

とが提言されました。 

 この６月から１年に延長するという特許法第 30 条の改正は、新規性喪失の例外期間を６

月から１年に延ばすための改正でございますので、その余の点で変更をもたらすものでは

ございません。 

 そこで、法改正に伴いまして審査基準の改訂が必要となってくるということで、このた

び、法改正の進みぐあいによりますけれども、改正法の施行に向けて準備を進めていきた

いということで、ここで報告させていただきたいと考えております。 

 ＴＰＰ担保法による改正なのか、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会から

の提言に基づく改正かに応じて、施行期日が異なることはあり得ます。しかし、いずれに

しましても、結果的には６月を１年に延ばすという法改正が行われるということが考えら

れております。審査基準の第Ⅲ部第２章第５節の「発明の新規性喪失の例外」において、

新規性喪失の例外期間は６月と記載されておりますが、仮に法改正が行われた場合には、
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改正特許法の施行と時期を合わせて、審査基準の記載を６月から１年に変更するための形

式的な改訂を行おうと思っております。 

 なお、関連規定を引用して審査基準の第Ⅲ部の「特許要件」、「関連規定」についても、

改正特許法に合わせて改訂する予定でございます。 

 こちらは６月を１年に変更するのみの改訂でございますので、法改正に伴う基準改訂は

形式的なものとなります。したがいまして、改訂審査基準案自体はパブリックコメントの

手続にかけずに、法改正の施行日から改訂基準の運用が開始できるように準備を進めてい

きたいと考えております。 

 法改正となった暁には、改訂審査基準は運用開始日以降の出願に適用することを考えて

おります。 

 以上です。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 今、説明がありました２つ目の議題について、御意見、御質問等をいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 本田委員、お願いいたします。 

○本田委員 今回の第 30 条の改訂はありがとうございます。大学の中では発明者、研究者

の方々に発表する前に、特許出願すべきものはということで御案内を差し上げていますが、

先生方の本分としては、やはり教育研究がメーンになりますので、どうしてもプライオリ

ティーを確保するという意味で、発表は必須の行為になっております。 

 発表した後に私たちが気づいて、特許出願することが多々ありまして、アメリカのグレ

ースピリオドと日本とで、大学の中では１年と６月というものをそれぞれ管理しなければ

ならず、管理が難しく、また出願もその都度都度ということでせざるを得ないことがあり

ましたので、今回の改訂は大学にとってはかなりメリットが大きくて、ありがたく思って

おります。ありがとうございます。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 ほかにコメント、御意見等ございますでしょうか。 

 前川委員、お願いいたします。 

○前川委員 ありがとうございます。 

 国際調和の点からも、グレースピリオドを米国のように延ばすことには賛成で、何ら異

議はございません。ただ、どのタイミングで施行をされるかがわからないという御説明で
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したが、タイミングがずれたために不利益をこうむるような可能性とか、そういうお立場

の方は想定されるものなのでしょうか。 

○秋田審査基準室長 今の御質問は、法改正が行われた場合の経過期間のお話ということ

でしょうか。 

○前川委員 ちょっと質問の仕方が変でした。失礼しました。いつ施行されるかが分から

ないので、結果的にある案件のグレースピリオドが突然６月から 12 月に延びることで不利

益をこうむる方がいらっしゃるかという意味でございます。 

○秋田審査基準室長 新規性喪失の例外という制度自体は、日本の特許制度が新規性を特

許要件とする先願主義という立場をとっておりまして、その原則の例外ということですの

で、本来であれば新規性喪失の例外がもたらす弊害はあると考えられてきたのではないか

と思います。ただ、今回、６月を 12 月に延ばすことに関しましては、期間を延ばすだけと

いうことですので、それによる不利益につきましては、状況は変わらないということにな

るかと思います。 

○田中座長 よろしゅうございますか。 

○前川委員 企業においてクリアランス調査をする場合に施行日がはっきりしないと調査

の範囲がなかなか決まらないのでは？という実務的な質問でございます。その辺、もしお

考えがあればお聞かせいただければと思います。 

○秋田審査基準室長 ＴＰＰ担保法のときの施行日の考え方では、改正法が施行されたと

きに、新規性喪失の例外期間がどこまでさかのぼるかというところを規定しておりました。

今回の法改正でどうなるかはまだ確定してはいないと思いますが、ＴＰＰ担保法のときの

例で申し上げますと、改正法が施行されたら、例外期間がいきなり 12 月さかのぼるのでは

なくて施行日から６月しか戻らないとしておりました。施行後順次 12 月に延びていくとい

う形になりますので、例えば、改正法の施行前にクリアだと思っていた発明が、施行後に

さかのぼって例外期間にカバーされるという状況にはならないということだと思います。 

○前川委員 はい、大変よくわかりました。ありがとうございます。 

○田中座長 テクニカルな問題も含んでいるようですが、よろしゅうございますでしょう

か。 

○前川委員 はい。 

○田中座長 そのほか、ございますでしょうか。 

 田中委員、お願いいたします。 



- 28 - 

○田中委員 今回の改正によれば、救済される可能性は高まると思っています。ただし、

複数回発表してしまうということも起きると思います。救済期間が長ければ長いほど複数

回発表の可能性もふえ、証拠として提出しなければいけないイベントの数もふえていって、

なかなか全部完全に出すことができないということも起こり得るのかなと思っていますの

で、出願人に対してはそういったリスクもあるので、出願を急ぐべきであるということを、

注意喚起いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○田中座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見、コメントなどございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 この審査基準の改訂は、法改正に伴う形式的なものでもありますので、これについては

基本的に皆様方の御了承をいただいたという理解でよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○田中座長 ありがとうございます。 

 それでは、１つ目の議題であります「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基

準等の点検・改訂のポイント」につきましては本日御承認いただきましたので、今後、本

会合の結論を踏まえまして、特許庁にはこれまでの審議結果を踏まえて作成した基準、審

査基準案をパブリックコメントにかける手続に入っていただこうと思います。 

 その際の審査基準案の詳細な文言につきましては、座長に一任していただくということ

でもよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○田中座長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは最後に今後のスケジュール等につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○秋田審査基準室長 本日はどうもありがとうございました。 

 まず１点目の議題でございます「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等

の点検・改訂のポイント」につきましては、先ほど御了承いただきましたとおり、審査基

準案のパブリックコメント手続を速やかに始めさせていただきたいと思います。その後、

改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを３月に公表して、４月の運用が開始できるよう

にしたいと考えております。公表後は改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを国内外へ

広く発信してまいりたいと思います。 

 次に２つ目の議題でございます、「特許法第 30 条の改正に伴う審査基準の改訂」につき

ましては、今後の特許法の改正に向けた動きを見据えつつ、改正特許法の施行日から改訂
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審査基準の運用が開始できるように、審査基準の改訂の準備を行ってまいりたいと思いま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

○田中座長 ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、第 12 回審査基準専門委員会ワーキンググループを閉会させ

ていただきます。本日は長時間御審議いただきまして、どうもありがとうございました。 

 

５．閉     会 


